
１．景品表示法に基づく法的措置件数の推移（平成31年2月28日現在）
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※1　平成２１年８月末日までは公正取引委員会における排除命令件数。平成２１年９月１日以降は消費者庁における措置命令件数。
※2　課徴金納付命令は、平成２８年４月１日施行の改正景品表示法により導入。
※3　平成２９年度の課徴金納付命令１件については、行政不服審査法に基づく審査請求を受け、平成３０年１２月２６日に取り消された。
※4　平成２６年１１月末日までは指示件数。平成２６年１２月１日以降は措置命令件数（平成２６年度の措置命令件数は０件。）。
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２．景品表示法に基づく法的措置事件の概要（平成３０年３月１日～平成３１年２月２８日） 

※ 国又は都道府県において法的措置を採った事件の公表されたものの概要を掲載しています。措置の詳細につきましては、国又は公表を

行った都道府県のホームページを御覧ください（事件概要に記載のＵＲＬをクリックしてください。）。 

 

措置日 
処分 

行政庁 
事業者名 事件概要 

H31.2.22 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社ＴＳＵ

ＴＡＹＡ 

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡは、「ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶ」と称する動画配信サービスのうち「動画

見放題プラン」、動画見放題プランを含む「動画見放題＆定額レンタル８」及び「ＴＳＵＴＡＹＡ 

プレミアム」の３つのサービス（以下「本件３サービス」という。）を一般消費者に提供するに当

たり、平成２８年４月１日から平成３０年５月１４日までの間、自社ウェブサイト、テレビコマー

シャル及びＹｏｕＴｕｂｅの自社公式チャンネルにおいて、 

① 動画見放題プランについて、「動画見放題 月額９３３円（税抜） ３０日間無料お試し」

と記載し、その背景に３０本の動画の画像を掲載し、「人気ランキング」及び「近日リリース」

として、それぞれ１０本の動画の画像を掲載することにより、 

② 動画見放題＆定額レンタル８について、「人気の動画が見放題！ ＣＤやＤＶＤが借り放

題！」と記載し、「サービスプランについて ＴＳＵＴＡＹＡの全作品をご自宅で自由に楽し

める、３つのプランをご用意しました。」、「オンライン動画配信サービス 月額９３３円。

ＴＳＵＴＡＹＡのほぼ全ての動画をオンラインで見ることができるサービスです。」、「取扱

いタイトル数 業界最大級８５，０００本以上」、「ＴＳＵＴＡＹＡのほぼ全作品を自宅で楽

しめる！」等と記載することにより、 

③ ＴＳＵＴＡＹＡ プレミアムについて、「旧作ＤＶＤ借りたい放題」、「動画配信も」、「見

たい放題」等の文字及び音声を放送等することにより、 

あたかも、本件３サービスを契約すれば、ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶにおいて配信する動画が見放題

となるかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件３サービスの動画見放題プランの対象動画は、ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶにおいて配

信する動画の１２パーセントないし２７パーセント程度であって、特に、「新作」及び「準新作」

と称するリリースカテゴリの動画については、ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶにおいて配信する動画に占め



る動画見放題プランの対象動画の割合が１パーセントないし９パーセント程度であり、本件３サー

ビスを契約すれば、ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶにおいて配信する動画が見放題となるものではなかっ

た。 

課徴金額：１億１７５３万円 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_19

0222_0001.pdf 

H31.2.20 

【措置命令】 
東京都 

Ｓ．Ｏ．Ｍ株式会

社 

Ｓ．Ｏ．Ｍ株式会社は、「骨気
コ ル ギ

（小顔矯正）」と称する役務（以下「本件役務」という。）を一般

消費者に提供するに当たり、遅くとも平成２８年８月１日から平成３０年４月１０日までの間、自

社ウェブサイトにおいて、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正

されることにより、顔の部位及び骨の位置並びにあごの形が変化し、かつ、小顔になるかのように

示す表示をしていた。 

 東京都は、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、

同社は、当該表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/02/21/20.html 

H31.2.20 

【措置命令】 
東京都 

株式会社ビュー

ネス 

株式会社ビューネスは、「コルギ」と称する役務（以下「本件役務」という。）を一般消費者に提

供するに当たり、遅くとも平成２８年６月１３日から平成３０年４月９日までの間、自社ウェブサ

イトにおいて、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されること

により、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように示す表示をしていた。 

東京都は、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、

同社は、当該表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/02/21/20.html 

H31.1.17 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社はぴね

すくらぶ 

 株式会社はぴねすくらぶは、「酵母と酵素ｄｅさらスルー」とカプセル状９３粒入りの健康食品

（以下「９３粒入り」という。）及び「酵母と酵素ｄｅさらスルー」と称するカプセル状４２粒入

りの健康食品の各商品（以下これらを併せて「本件２商品」という。）を一般消費者に販売するに

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190222_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190222_0001.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/02/21/20.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/02/21/20.html


当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、９３粒入りについて、遅くとも平成２５年１０月１

日から平成２９年８月３日までの間、「酵素※１ 酵母 乳酸菌の発酵パワーでダイエット
．．．．．

！」、食

事の画像と共に、「食べることが大好きなあなたへ！」、「『酵母と酵素ｄｅさらスルー』は、生きた

酵素と酵母、乳酸菌、さらに白キクラゲ由来のエイドライフリーＷＪをたっぷり配合した新しいダ

イエットサプリ。」等と記載するなど、あたかも、本件２商品を摂取するだけで、特段の食事制限

をすることなく、本件２商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように

示す表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏づけとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_19

0117_0001.pdf 

H30.12.21 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社ユニク

エスト 

株式会社ユニクエストは、「小さなお葬式」の名称で供給する「小さな火葬式」と称する葬儀サー

ビス、「小さな一日葬」と称する葬儀サービス、「小さな家族葬」と称する葬儀サービス、「小さな

お別れ葬」と称する葬儀サービス及び「１００名までのお葬式」と称する葬儀サービスの各役務（以

下これらを併せて「本件５役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、例えば、パソコン

向け自社ウェブサイトにおいて、「小さな火葬式」と称する葬儀サービスについて、遅くとも平成

２８年４月１日から同年１０月２日までの間、「追加料金一切不要のお葬式 総額１８８，０００

円（税込） 資料請求割引価格」、「追加料金一切不要の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全

ての費用です。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式」、「無料資料請求で 総額１８８，０００

円（税込） 追加料金一切不要」と記載するなど、あたかも、本件５役務の提供に当たって必要な

物品又は役務を追加又は変更する場合でも、記載された総額料金以外に追加料金が発生しないかの

ように表示していた。 

 実際には、寝台車又は霊柩車の搬送距離が５０ｋｍを超える場合などには、追加料金が発生する

ものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

221_0001.pdf 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190117_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190117_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181221_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181221_0001.pdf


H30.11.7 

【措置命令】 
消費者庁 

チムニー株式会

社 

 チムニー株式会社は、自社が経営する「はなの舞」、「花の舞」又は「さかなや道場」と称する一

部の店舗において、酢締めをしていない魚介類（鯵を除く。）の刺身及び握り寿司の各料理（グラ

ンドメニューに掲載された料理に限り、外国産の魚介類を使用していることを明記したものを除

く。以下「本件料理」という。）を一般消費者に提供するに当たり、例えば、「海鮮居酒屋 はなの

舞 品川港南口店」においては、平成２９年１０月１日から同年１２月２７日までの間、「ＰＯＰ」

と称する表示物において、次のような表示を行っていた。 

「超速鮮魚と既存流通の違い なぜ鮮度が違う？」と記載した上で、「超速鮮魚 当日（産地に

よっては前日） 到着」と記載するとともに当該記載の直下に産地で水揚げされた魚が店舗に配送

されるまでの流通経路を示すイラストを掲載することにより、あたかも、本件料理に使用している

魚介類は、一部の産地を除き水揚げされた当日のうちに店舗に配送されたものであるかのように示

す表示をしていた。 

 実際には、使用している全ての魚介類は、水揚げされた当日のうちに店舗に配送されたものでは

なく、水揚げされた日の翌日以降に店舗に配送されたものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

107_0001.pdf 

H30.10.31 

【措置命令】 
消費者庁 株式会社シエル 

 株式会社シエルは、「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」と称する食品を一般消費者に提供するに

当たり、平成２７年１２月１０日から平成３０年１月３０日までの間、自社ウェブサイトにおいて、

例えば、平成２７年１２月１０日から平成２８年１２月２９日までの間、 

① 「海外でも大注目！ 日本版スムージーの“青汁”ダイエット」、「おいしく飲んでスリムボディ

に！」、「１４９種類の酵素で燃焼する体に」、「野草、フルーツ、野菜、海藻の酵素を使用してお

り、特に野草のもつ免疫力やビタミン、ミネラルが、燃えやすい体を作り、肌の新陳代謝も促す。」

等と記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、容易に痩身効果が得られるか

のように示す表示をしていた。 

  消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めたところ、同社は、当該期間内に資料を提出しなかった。 

② 「初回 ￥６８０コース※税抜」、「毎月先着３００名様限定」、「・先着順となっておりますの

で、毎月３００名様に達しましたら終了とさせていただきます。」、「・毎回自動お届けコースと

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181107_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181107_0001.pdf


なり、２回目以降の価格は３，９８０円（税抜）となります。」と記載することにより、あたか

も、毎月３００名に限って本件商品の定期購入を開始できるかのように表示していた。 

  実際には、本件商品の毎月の新規定期購入者数は、３００名を著しく超過していた。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

031_0001.pdf 

H30.10.31 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 株式会社シエル 

株式会社シエルは、「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」と称する食品を一般消費者に提供するに

当たり、平成２７年１２月１０日から平成３０年１月３０日までの間、自社ウェブサイトにおいて、

例えば、平成２７年１２月１０日から平成２８年１２月２９日までの間、 

① 「海外でも大注目！ 日本版スムージーの“青汁”ダイエット」、「おいしく飲んでスリムボディ

に！」、「１４９種類の酵素で燃焼する体に」、「野草、フルーツ、野菜、海藻の酵素を使用してお

り、特に野草のもつ免疫力やビタミン、ミネラルが、燃えやすい体を作り、肌の新陳代謝も促す。」

等と記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、容易に痩身効果が得られるか

のように示す表示をしていた。 

  消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めたところ、同社は、当該期間内に資料を提出しなかった。 

② 「初回 ￥６８０コース※税抜」、「毎月先着３００名様限定」、「・先着順となっておりますの

で、毎月３００名様に達しましたら終了とさせていただきます。」、「・毎回自動お届けコースと

なり、２回目以降の価格は３，９８０円（税抜）となります。」と記載することにより、あたか

も、毎月３００名に限って本件商品の定期購入を開始できるかのように表示していた。 

  実際には、本件商品の毎月の新規定期購入者数は、３００名を著しく超過していた。 

 課徴金額：１億８８６万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

031_0001.pdf 

H30.10.26 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社Ｌｉｆ

ｅ Ｌｅａｆ 

株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆは、「ファティーボ」と称する商品を一般消費者に提供するに当た

り、平成２９年４月３日から平成３０年３月２６日までの間、例えば、平成２９年４月３日から同

年１１月２１日までの間、自社ウェブサイトにおいて「太れない体質だとあきらめたくない！」、

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181031_0001.pdf
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「女性らしい美ボディに！健康的にふっくらしたい」、本件商品の容器包装の写真と共に、「３ヶ月

で５.１ｋｇ増えた『７つの秘訣』プレゼント！」等と記載することにより、あたかも、本件商品

を摂取することにより、容易に肥満効果が得られるかのように示す表示をしていた。  

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

 課徴金額：２６６万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

026_0001.pdf 

H30.10.25 

【措置命令】 
消費者庁 株式会社言歩木 

株式会社言歩木は、「山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と称する飲料を一般消費者に提供する

に当たり、平成２８年５月２４日、同年９月２３日、同年１２月２１日及び平成２９年５月２４日、

日刊新聞紙に掲載した広告に次のような表示を行っていた。 

例えば、平成２８年５月２４日に配布された日刊新聞紙に掲載した広告において、「『かすみ』『ぼ

やけ』『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まりや減少により、繊細な目に

必要な栄養が届かないためだが、これは放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素

が起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の末、視界によい野生種（ワイルド）

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベリーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸

内環境を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるまで分解されている。様々な

成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、

滞った老廃物を排出するなど本来の仕事をしてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健康』が

重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶彦】」等と記載することにより、あたかも、本件商品を摂

取するだけで、本件商品に含まれる酵素の働きにより、視力の回復効果及び「かすみ」、「ぼやけ」

といった目の症状の改善効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏づけとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181026_0001.pdf
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025_0001.pdf 

H30.10.25 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 株式会社言歩木 

株式会社言歩木は、「山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と称する飲料を一般消費者に提供する

に当たり、平成２８年５月２４日、同年９月２３日、同年１２月２１日及び平成２９年５月２４日、

日刊新聞紙に掲載した広告に次のような表示を行っていた。 

 例えば、平成２８年５月２４日に配布された日刊新聞紙に掲載した広告において、「『かすみ』『ぼ

やけ』『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まりや減少により、繊細な目に

必要な栄養が届かないためだが、これは放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素

が起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の末、視界によい野生種（ワイルド）

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベリーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸

内環境を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるまで分解されている。様々な

成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、

滞った老廃物を排出するなど本来の仕事をしてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健康』が

重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶彦】」等と記載することにより、あたかも、本件商品を摂

取するだけで、本件商品に含まれる酵素の働きにより、視力の回復効果及び「かすみ」、「ぼやけ」

といった目の症状の改善効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏づけとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

 課徴金額：１８１４万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

025_0001.pdf 

H30.10.19 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
合同会社ＤＭＭ．

ｃｏｍ 

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍに組織変更する前の株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍは、「ＤＭＭ．ｍａｋｅ ５

０インチ ４Ｋディスプレイ」と称する液晶ディスプレイ及び「ＤＭＭ．ｍａｋｅ ６５インチ ４

Ｋディスプレイ」と称する液晶ディスプレイ（以下これらを併せて「本件２商品」という。）を一

般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、本件２商品について、それぞれ、「Ｄ

ＭＭ．ｍａｋｅ ５０インチ ４Ｋディスプレイ」と称する液晶ディスプレイにあっては平成２８

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181025_0001.pdf
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年１１月１５日から平成２９年４月１２日までの間、「ＤＭＭ．ｍａｋｅ ６５インチ ４Ｋディ

スプレイ」と称する液晶ディスプレイにあっては平成２８年１１月２５日から平成２９年４月１２

日までの間、「４Ｋ／６０ｐ，１２０Ｈｚ駆動，ＨＤＣＰ２．２対応の５０／６５インチ ４Ｋディ

スプレイをお求めやすい価格でご提供。」、「４Ｋ／６０ｐ入力に対応 さらに１２０Ｈｚ倍速駆動

で、４Ｋ映像をなめらかに！」及び「１秒間に６０フレームの４Ｋ映像を表示する４Ｋ／６０ｐに

対応。さらに１２０Ｈｚ駆動でフレームを補完し、よりなめらかな映像を映し出します。」と記載

するとともに、「４Ｋ／６０ｐ（１秒間に６０フレーム）」、「前後から予測して新しい映像を生成」、

「１２０Ｈｚ倍速駆動（１秒間に１２０フレーム）」及び「滑らかな映像表示」と付記された３枚

の画像のそれぞれの間に新たな画像が差し込まれ合計５枚の画像となることを示す図を掲載する

ことにより、あたかも、本件２商品の各商品が、前後のフレームから中間的なフレームを新たに生

成し、映像を補完する倍速駆動と称する技術により、１秒間に６０フレームで構成される映像を１

秒間に１２０フレームで構成される、より滑らかな映像にして映し出す機能を具備しているかのよ

うに示す表示をしていた。 

実際には、本件２商品の各商品は、１秒間に６０フレームで構成される映像を１秒間に１２０フ

レームで構成される映像にして映し出す機能を具備していなかった。 

なお、平成１１年１１月に設立された株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍは、平成３０年５月２５日、合同

会社ＤＭＭ．ｃｏｍに組織変更している。 

 課徴金額：１７０４万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

019_0001.pdf 

H30.10.18 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社ジャパ

ネットたかた 

 株式会社ジャパネットたかたは、 

① エアコン４商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「シャープ エアコン 【G-TD シリー

ズ】（AY-G22TD）」と称するエアコンについて、平成２９年５月１９日に配布した会員カタログ

において、「ジャパネット通常税抜価格 ７９，８００円」、「２万円値引き」、「さらに！会員様限

定２，０００円値引き」及び「値引き後価格 会員様特価 ５７，８００円」と記載することによ

り、あたかも、「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、同社において通常販売してい

る価格であり、「値引き後価格」等と称する実際の販売価格が当該通常販売している価格に比し

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181019_0001.pdf
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て安いかのように表示していた。 

  実際には、「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、同社において、最近相当期間に

わたって販売された実績のないものであった。 

② テレビ１商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２９年７月２４日に配布したダイレクト

メールにおいて、「会員様限定 ３万円値引き」、「ジャパネット通常税抜価格１３９，８００円」

及び「値引き後価格 会員様特価 １０９，８００円」と記載することにより、あたかも、「ジャ

パネット通常税抜価格」と称する価額は、同社において通常販売している価格であり、「値引き

後価格 会員様特価」と称する実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのよ

うに表示していた。 

 実際には、「ジャパネット通常税抜価格」と称する価額は、同社において、最近相当期間にわ

たって販売された実績のないものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

018_0001.pdf 

H30.10.5 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社

ＳＡＫＬＩＫＩＴ
サ ク ラ イ キ

 

株式会社ＳＡＫＬＩＫＩＴは、「ＣＣ＋ ＤＯＷＮ ＬＥＧＧＩＮＧＳ（シーシープラス ダウ

ンレギンス）」と称する下着（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、平成

２８年５月１７日から平成２９年４月２０日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「何もしなく

ても２４時間絶食状態！！ 異常なスピードで体重が落ちる！！ その威力はたった３日で－５

ｋｇ減量！ ７日後・・・－１０ｋｇ １０日後・・・－１４ｋｇ ２１日後には下半身だけじゃ

ない！？ 全身の脂肪が痩せていく！！ ↓↓↓」と記載するとともに人の身体を比較した画像を

掲載した上で「７８ｋｇ⇒５６ｋｇ！！ 体重－２２ｋｇ減！！」 

 「ただレギンスを履くだけで・・・ ①ミクロ単位の骨盤矯正 ↓↓↓ ②強制循環呼吸法 ↓

↓↓ ③脂肪の無限∞燃焼 ↓↓↓ ④毒素の大量排出 この４ｓｔｅｐで ３６５日・・・ 脱

ぎ捨てるまで痩身スパイラルが止まらない」 

 「１４日以内に全身の脂肪を削ぎ落とす！！ ≫１４日間着用≪」と記載するとともに人の腹部

を比較した画像を掲載した上で「体重６４ｋｇ⇒４３ｋｇ 体重－２１ｋｇ減 体脂肪率⇒驚異の

９％」 

 「体型が激変した体験者は 既に３００名を超えています」と記載した上で「◎最低体重記録を

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181018_0001.pdf
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更新しました！ 柴田茜様（２９歳）３週間着用」と記載するとともに人の身体を比較した画像を

掲載した上で「６１ｋｇ⇒４３ｋｇ ≫－１８ｋｇ≪ 出産を期に１５ｋｇ太ってしまいました。

５年くらい何をしても全く落ちなかったのに・・・・ＣＣ＋ダウンレギンスを履き始めたら、ここ

数年の最低体重記録を更新しました。」 

などと記載することにより、あたかも、本件商品を着用するだけで、短期間で容易に著しい痩身

効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

 課徴金額：２５５万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

005_0002.pdf 

H30.10.5 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社ギミッ

クパターン 

株式会社ギミックパターンは、下着などの衣類４商品（以下「本件４商品」という。）を一般消

費者に販売するに当たり、最長で平成２８年９月１日から平成２９年１２月２０日までの間、自社

ウェブサイトにおいて、 

① あたかも、本件４商品を着用するだけで、容易に「脚が細くなる」、「豊胸」、「痩身」などの効

果が得られるかのように示す表示をしていたが、消費者庁は、ギミックパターンに対し、期間を

定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠の資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に

表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠

を示すものであるとは認められないものであった。 

② あたかも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトにおける通常の販売価格であり、

実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していたが、実際には、「通常価格」と

称する価額はギミックパターンが任意に設定した価額であって、販売された実績のないもので

あった。 

課徴金額：８４８０万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181

005_0001.pdf 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181005_0002.pdf
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H30.9.11 

【措置命令】 
大阪府 株式会社恒づね 

株式会社恒づねは、 

①自ら運営する飲食店において一般消費者に料理を提供するに当たり、平成２９年７月４日から平

成３０年５月２２日までの間、当該飲食店のメニュー等において、「ディナーの牛肉は融点温度の

低い雌牛のみを使用しています」と記載することにより、あたかも、当該飲食店で提供される全て

のディナーに雌牛を使用するかのように示す表示をしていたが、実際には、大半に雄牛（去勢牛）

を使用していた。 

②牛肉を一般消費者に販売するに当たり、平成２７年１１月２４日から平成３０年１月２５日まで           

の間、商品名等に「最上級Ａ５ランク」などと記載していたが、実際には、Ａ５ランク以外の精肉

が混入していた。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=32214 

H30.9.4 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社キリン

堂 

株式会社キリン堂は、「グラリスゴールド」と称する食品（以下「本件商品」という。）を一般消

費者に販売するに当たり、遅くとも平成２７年５月１日から平成２８年１２月２２日までの間、本

件商品取扱店舗（６６店舗）の店頭表示物において、太った人物が腹部を掴んでいるイラスト、細

身の人物がサイズの大きなズボンを掴んでいるイラスト及び人物が腹部を指差している画像と共

に、「挑戦者続出」、「食べるの大好き＆運動嫌い」、「でも燃えた!!」、「脂肪を減らしながら基礎代

謝を上げる だからリバウンドしにくい」、「①脂肪分解酵素を分解 ②脂肪燃焼力を大幅ＵＰ ③

脂肪合成酵素を徹底抑制 ＋ さらに④還元型ＣｏＱ１０で燃焼力ＵＰ↑」及び「脂肪の消費を大

幅ＵＰ」と記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限を

することなく、体脂肪の分解、燃焼及び合成抑制による、外見上身体の変化を認識するまでの痩身

効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたとこ

ろ、同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと

は認められなかった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

904_0001.pdf 

H30.7.30 消費者庁 株式会社ＧＬＯ 株式会社ＧＬＯＲＩＡは、「ｐｉｎｋｙ ｐｌｕｓ」と称する商品を一般消費者に提供するに当

http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=32214
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180904_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180904_0001.pdf


【措置命令】 ＲＩＡ たり、平成２８年９月９日から平成２９年９月２８日までの間、自社ウェブサイトにおいて次のよ

うな表示を行っていた。 

 「ツイッターや facebook で話題のバストアップサプリ！」、「『プエラリア』で満足できなかった

女性」、「９４%が２カップ以上 UPを実感」、「体験者１万人以上の声が証明！」、「１０日間でまさか

の２カップＵＰ！」、「２大豊胸成分を１粒にギュ～っと濃縮！」、「うつむくと胸が邪魔して下が見

えない！」、「生活習慣改善」、「成長ホルモン分泌促進」、「バストアップが成功する条件をクリア」、

「ハリ」、「弾力」、「美肌」、「ツヤ」、「理想のバストがあなたのものに！」等と記載することにより、

あたかも本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分により、誰でも容易に著しい豊胸効

果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

730_0001.pdf 

H30.7.25 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社Ｌｉｆ

ｅ Ｌｅａｆ 

株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｅａｆは、「ファティーボ」と称する商品を一般消費者に提供するに当た

り、平成２９年４月３日から平成３０年３月２６日までの間、例えば平成２９年４月３日から同年

１１月２１日までの間、自社ウェブサイトにおいて「太れない体質だとあきらめたくない！」、「女

性らしい美ボディに！健康的にふっくらしたい」、本件商品の容器包装の写真と共に、「３ヶ月で５.

１ｋｇ増えた『７つの秘訣』プレゼント！」と記載するなどにより、あたかも、本件商品を摂取す

ることにより、容易に肥満効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

実際には、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を有しておらず、当該表示どおりの効果が得ら

れるとまで認められないものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

725_0001.pdf 

H30.7.24 

【措置命令】 
消費者庁 

日本マクドナル

ド株式会社 

日本マクドナルド株式会社は、「東京ローストビーフバーガー」及び「東京ローストビーフマフィ

ン」と称する料理並びにこれら料理を含むセット料理の各料理（以下これらを併せて「本件料理」

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180730_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180730_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180725_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180725_0001.pdf


という。）を一般消費者に提供するに当たり、例えば、「東京ローストビーフバーガー」と称する料

理について、テレビコマーシャルにおいて、平成２９年８月８日から同月２４日までの間、「しっ

とりリッチな東京ローストビーフバーガー」との音声と共に、ローストされた牛赤身の肉塊をスラ

イスする映像を放送するなど、あたかも、対象料理に使用されている「ローストビーフ」と称する

料理には、ブロック肉（牛の部分肉を分割したもの）を使用しているかのように示す表示をしてい

た。 

実際には、本件料理に使用されている「ローストビーフ」と称する料理の過半について、成形肉

（牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させて、形状を整えたもの）を使用して

いた。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

724_0001.pdf 

H30.7.3 

【措置命令】 
消費者庁 

ＨＩＴＯＷＡケ

アサービス株式

会社 

ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社は、「イリーゼ」と称する有料老人ホーム１０６ヶ所（以下

これら併せて「イリーゼ」という。）において提供するサービスを一般消費者に提供するに当たり、

平成２８年９月１１日頃から平成３０年６月３０日までの間、パンフレットにおいて、「終の棲家

として暮らせる重介護度の方へのケア」と記載した上で、「寝たきりなど要介護度が重い方もお過

ごしいただくことができます。ご希望の方には、医療機関と連携しご家族様のお気持ちに寄り添い

ながら看取り介護にも対応しております。」と記載していた。 

実際には、入居者の行動が、他の入居者又は同社の従業員の生命若しくは身体に危害を及ぼし又

はその切迫したおそれがある場合であって、イリーゼにおける通常の介護方法又は接遇方法ではこ

れを防止することが出来ないときは、当該入居者との入居契約を解除することがあるものであっ

た。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

703_0001.pdf 

H30.6.29 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 株式会社ＡＲＳ 

株式会社ＡＲＳは、「電気の１１０番救急車」及び「クラピタル」と称する屋号、「街の修理屋さ

ん」と総称する屋号並びに「ライフ救急車」と称する屋号による電気・鍵・ガラス・害虫の各トラ

ブル解決に係る９役務を一般消費者に提供するに当たり、平成２８年４月１日から平成２９年６月

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180724_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180724_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180703_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180703_0001.pdf


３０日までの間、各役務に関し、それぞれ、次のような表示を行っていた。 

① ６役務について、「全国１０００拠点！」等と記載することにより、あたかも、各役務を提供

する拠点が全国に１，０００か所存在するかのように示すなどの表示をしていたが、実際には、

各役務を提供する拠点の数は、それぞれ１，０００を大きく下回っていた。 

② ６役務について、「年間実績１０万件以上」等と記載することにより、あたかも、各役務の年

間受注実績等が１０万件以上であるかのように示すなどの表示をしていたが、実際には、各役務

の年間受注実績等は、それぞれ１０万件を大きく下回っていた。 

③ ６役務について、「官公庁・有名企業御用達の確かな実績あるサービスです。」等と記載すると

ともに事業者等の名称等を記載することにより、あたかも、各役務について、記載された名称等

に係る事業者等から多数の受注実績があるかのように示すなどの表示をしていたが、実際には、

記載された名称等に係る事業者等の一部又は大部分からの受注実績がなかった。 

④ ５役務について、「メディア取材実績アリ 日本テレビＺＩＰ！ テレビ朝日グッド！モーニ

ング 関西テレビよ～いどん！」等と記載することにより、あたかも、各役務について、これら

のテレビ番組からの取材実績があるかのように示す表示をしていたが、実際には、これらのテレ

ビ番組の一部又は全部からの取材実績がなかった。 

⑤ ４役務について、「業界最大手の電気のプロが即日対応します。」等と記載することにより、あ

たかも、各役務の業界において自社が最大手又は一番の事業者であるかのように示す表示をし、 

「日本一の技術でトラブルを解決」等と記載することにより、あたかも、各役務の業界において

自社の技術力が第１位であるかのように示す表示をし、 

「対応実績 年間実績日本一！」等と記載することにより、あたかも、各役務の業界において自

社の年間受注実績が第１位であるかのように示す表示をし、 

「お客様満足度、業界Ｎｏ．１」、「お客様満足度は・・・９３．０％！！ 満足度Ｎｏ．１ ２

０１４年度のお客様アンケート３８２名のうち、３５５名が満足とお答え」等と記載することに

より、あたかも、各役務について自社が実施した顧客アンケートにおける「大満足」又は「満足」

と回答した者の割合が９３．０％であり、また、各役務の業界において自社の顧客満足度が第１

位であるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたと



ころ、同社は、一部の表示については当該資料を提出せず、そのほかの表示については当該期間

内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

⑥ ３役務について、「アナタの街にある電気屋さんの中でも 品質良いから 技術あるから Ｎ

ｏ．１のお客様満足度があります。」等と記載することにより、あたかも、各役務について、特

定の地域において自社の顧客満足度が第１位であるかのように示す表示をし、１役務について、

「高い満足度を継続達成中！」等と記載することにより、あたかも、当該役務に係る自社の顧客

満足度が継続して高水準を達成しているかのように示す表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたと

ころ、同社は、当該資料を提出しなかった。 

⑦ ９役務について、「最短１５分で現場到着」、「どこよりも早く！！」等と記載することにより、

あたかも、各役務について、同業他社と比較して作業員が最も早く現場に到着し、また、最短１

５分での到着も期待できるかのように示す等の表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたと

ころ、同社は、一部の表示については当該資料を提出せず、そのほかの表示については当該期間

内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

⑧ 電気トラブル解決に係る３役務について、実際にはＡＲＳが運営しているにもかかわらず自社

とは無関係の事業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け隊」と称す

る比較サイトにおいて、あたかも、当該サイト運営事業者が、全国から選定した１５事業者のサー

ビス内容を客観的に比較した結果、当該３役務が第１位から第３位と評価されたかのように示す

表示をし、 

害虫トラブル解決に係る１役務について、実際にはＡＲＳが運営しているにもかかわらず自社

とは無関係の事業者が運営するものであるかのように装った「害虫＆害獣駆除業者比較ナビ」と

称する比較サイトにおいて、あたかも、当該サイト運営事業者が、全国から選定した１５事業者

のサービス内容を客観的に比較した結果、当該役務が第１位と評価されたかのように示す表示を

していた。 



消費者庁が、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたと

ころ、同社は表示に係る裏付けとする資料を提出しなかった。 

 課徴金額：４９８８万円 

※対象サービスの各表示内容等の詳細については、ホームページを御覧ください。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

629_0001.pdf 

H30.6.15 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社ブレイ

ンハーツ 

株式会社ブレインハーツは、 

 ①ａ 「グリーンシェイパー」と称する食品（以下「本件商品①」という。）を一般消費者に販

売するに当たり、「ｒｏｉｆｌｅｕｒ」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイ

ト①」という。）において、遅くとも平成２９年５月１９日から同年８月２３日までの間、

例えば、「グリーンシェイパーを毎日２粒摂取して１４日間の使用で体重－１２.８ｋｇ以上

をお約束します」、「何もしなくても消費カロリーが１日１２００ｋｃａｌ⇒２９８０ｋｃａ

ｌと上昇し ２時間ごとに体脂肪率が１．８％ずつ減少していきます」、「（使用２４０時間

～３６０時間）===================減量目安（－３～６ｋｇ） 最後のステップは体重の

定着です 体が新たに脂肪をつけることができない状態になり 使用後も落とした体重が

ほぼ戻りません 本来、人間の体重は急激に落とすとリバウンドする特長を持っています 

これを防ぐためグリーンシェイパーは独自の痩身理論を実現 落とした体重を定着させま

す」等と記載することにより、あたかも、本件商品①を摂取するだけで、短期間で容易に著

しい痩身効果が得られ、かつ、痩身後の体重を維持することができるかのように示す表示を

していた。 

    ｂ 「アストロンα」と称する食品（以下「本件商品②」という。）を一般消費者に販売する

に当たり、「輝．ｃｏｍ」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト②」という。）

において、平成２９年４月８日から平成３０年１月１４日までの間、例えば、「■製品特性 

●７日間の連続使用で約１ヶ月、減量作用が続く新開発の『持続性減量カプセル』です｡ ●

配合された抗肥満成分が脂肪を消費しやすい体質をつくりだし、継続的な減量状態に入りま

す ７日飲めば１ヶ月続く↓↓↓アストロンαはカプセルの中に濃縮配合された抗肥満成

分を７日間かけて一定量体に吸収させることで長期間の減量効果を生み出します 一度、減

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180629_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180629_0001.pdf


量が持続状態になると、何もしなくても体重が減り続けるようになります その効果は７日

の使用で ・約１ヶ月間、持続的に体重、体脂肪減少 ・約１ヶ月間、持続的に中性脂肪、

コレステロール減少 ・約１ヶ月間、持続的に排便回数増加」等と記載することにより、あ

たかも、本件商品②を７日間摂取するだけで、その後１か月間にわたり痩身作用が持続する

ことにより、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

  ｃ 「スリムイヴ」と称する食品（以下「本件商品③」という。）を一般消費者に販売するに

当たり、自社ウェブサイト②において、遅くとも平成２８年１１月１５日から平成２９年１

０月１８日までの間、例えば、「たった７日でも限界まで細くする 禁断の速効性痩身茶 １

日１杯で【痩身サイクル】が飲み続ける限り続きます」等と記載することにより、あたかも、

本件商品③を摂取するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表

示をしていた。 

  ｄ 「恋白美スキンソープ」と称する石けん（以下「本件商品④」という。）を一般消費者に

販売するに当たり、自社ウェブサイト①において、遅くとも平成２９年３月２８日から同年

１０月１８日までの間、例えば、「＼洗うだけで簡単に／ 色白美肌へ ↓↓↓ ●大きな

シミ ●深いシワ ●タルミ ●色黒肌 ＼こんな悩み完全に消え去ります／ 誰でも美

肌になれるんです 話題沸騰中 あなたはもう知っていましたか？ ▼」等と記載すること

により、あたかも、本件商品④を使用するだけで、短期間で容易に、シミ、しわ及びたるみ

を解消又は軽減するとともに肌本来の色を白くすることができるかのように示す表示をし

ていた。 

  ｅ 「Ｓｍａｒｔ Ｌｅｇ」と称する下着（以下「本件商品⑤」という。）を一般消費者に販売

するに当たり、自社ウェブサイト①において、遅くとも平成２９年２月９日から同年１０月

１８日までの間、例えば、「下半身の余計な肉を重力に逆らい足首・ふくらはぎ 太もも・

お尻・お腹周りにかけて、下から上へリンパの流れを形成! ! 更に上へ↑上へ↑と引き上

げて・・・┏━━━ 結 果 ━━━┓」、「下半身の肉《全て》がバストアップに移行しま

す」、「短期集中脚痩せ」等と記載することにより、あたかも、本件商品⑤を着用するだけで、

短期間で容易に著しい下半身の痩身効果が得られるとともに、下半身の余分な脂肪が胸部に

移行することによる豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。 



消費者庁が、同社に対し、 ａないしｅの各表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、同社は当該各資料を提出しなかった。 

 ②ａ 本件商品①を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト①において、遅くとも平

成２９年５月１９日から同年８月２３日までの間、「通常価格１４，９００円（税抜）⇒ 限

定特価２，９８０円（税抜）」と記載することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額

は、本件商品①について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売して

いる価格に比して安いかのように表示していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、同社が任意に設定したものであって、同社にお

いて販売された実績のないものであった。 

  ｂ 本件商品②を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト②において、平成２９年

４月８日から平成３０年１月１４日までの間、「メーカー希望小売価格２７，０００円 ↓↓

↓【特別モニター限定価格】２，９８０円」と記載することにより、あたかも、本件商品②

にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格

に比して安いかのように表示していた。 

実際には、本件商品②にはメーカー希望小売価格は設定されていなかった。 

ｃ 本件商品③を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト②において、遅くとも平

成２８年１１月１５日から平成２９年１０月１８日までの間、「通常価格１４，８００円（税

別）↓↓↓↓ モニター価格２，９８０円（税別）」と記載することにより、あたかも、「通

常価格」と称する価額は、本件商品③について通常販売している価格であり、実際の販売価

格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、同社が任意に設定したものであって、同社にお

いて販売された実績のないものであった。 

ｄ 本件商品④を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト①において、遅くとも平

成２９年３月２８日から同年１０月１８日までの間、「９，８００円 ▼▼▼ 特別価格２，

９８０円（税抜）」と記載することにより、あたかも、９，８００円は、本件商品④の通常

の販売価格であり、実際の販売価格が当該通常の販売価格に比して安いかのように表示して

いた。 



実際には、９，８００円は、同社が任意に設定したものであって、同社において販売され

た実績のないものであった。 

ｅ 本件商品⑤を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト①において、遅くとも平

成２９年２月９日から同年１０月１８日までの間、「参考小売価格１４，９００円 →２，９

８０円」と記載することにより、あたかも、「参考小売価格」と称する価額は、本件商品⑤

の製造事業者等により本件商品⑤を取り扱う小売事業者の小売価格設定の参考となるもの

として設定され、当該小売事業者に広く呈示されている価格であり、実際の販売価格が当該

価格に比して安いかのように表示していた。 

実際には、「参考小売価格」と称する価額は、本件商品⑤を取り扱う小売事業者の小売価

格設定の参考となるものとして設定され、当該小売事業者に広く呈示されているものではな

かった。 

なお、同社は自社ウェブサイトにおいて前記①及び②の表示を行っていたほか、本件商品①、

本件商品③、本件商品④及び本件商品⑤については、広告代理店を通じて、アフィリエイトサイ

トの運営者に対し、これらの商品に係る自社ウェブサイトを提示するなどして、当該自社ウェブ

サイトの記載内容を踏まえたこれらの商品に係る口コミ、ブログ記事等を作成させ、当該自社ウェ

ブサイトへのハイパーリンクと共に当該アフィリエイトサイトに掲載させていた。  

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

615_0003.pdf 

H30.6.15 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社ブレイ

ンハーツ 

株式会社ブレインハーツは、 

 ①ａ 「グリーンシェイパー」と称する食品（以下「本件商品①」という。）を一般消費者に販

売するに当たり、「ｒｏｉｆｌｅｕｒ」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイ

ト①」という。）において、平成２９年５月１９日から同年８月２３日までの間、例えば、

「グリーンシェイパーを毎日２粒摂取して１４日間の使用で体重－１２.８ｋｇ以上をお

約束します」、「何もしなくても消費カロリーが１日１２００ｋｃａｌ⇒２９８０ｋｃａｌ

と上昇し ２時間ごとに体脂肪率が１．８％ずつ減少していきます」、「（使用２４０時間～

３６０時間）===================減量目安（－３～６ｋｇ） 最後のステップは体重の定

着です 体が新たに脂肪をつけることができない状態になり 使用後も落とした体重がほ

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180615_0003.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180615_0003.pdf


ぼ戻りません 本来、人間の体重は急激に落とすとリバウンドする特長を持っています 

これを防ぐためグリーンシェイパーは独自の痩身理論を実現 落とした体重を定着させま

す」等と記載することにより、あたかも、本件商品①を摂取するだけで、短期間で容易に

著しい痩身効果が得られ、かつ、痩身後の体重を維持することができるかのように示す表

示をしていた。 

  ｂ 「スリムイヴ」と称する食品（以下「本件商品②」という。）を一般消費者に販売するに

当たり、「輝．ｃｏｍ」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト②」という。）

において、平成２８年１１月１５日から平成２９年１０月１８日までの間、例えば、「たっ

た７日でも限界まで細くする 禁断の速効性痩身茶 １日１杯で【痩身サイクル】が飲み

続ける限り続きます」等と記載することにより、あたかも、本件商品②を摂取するだけで、

短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

  ｃ 「恋白美スキンソープ」と称する石けん（以下「本件商品③」という。）を一般消費者に

販売するに当たり、自社ウェブサイト①において、平成２９年３月２８日から同年１０月

１８日までの間、例えば、「＼洗うだけで簡単に／ 色白美肌へ ↓↓↓ ●大きなシミ 

●深いシワ ●タルミ ●色黒肌 ＼こんな悩み完全に消え去ります／ 誰でも美肌にな

れるんです 話題沸騰中 あなたはもう知っていましたか？ ▼」等と記載することによ

り、あたかも、本件商品③を使用するだけで、短期間で容易に、シミ、しわ及びたるみを

解消又は軽減するとともに肌本来の色を白くすることができるかのように示す表示をして

いた。 

  ｄ 「Ｓｍａｒｔ Ｌｅｇ」と称する下着（以下「本件商品④」という。）を一般消費者に販売

するに当たり、自社ウェブサイト①において、平成２９年２月９日から同年１０月１８日

までの間、例えば、「下半身の余計な肉を重力に逆らい足首・ふくらはぎ 太もも・お尻・

お腹周りにかけて、下から上へリンパの流れを形成! ! 更に上へ↑上へ↑と引き上げ

て・・・┏━━━ 結 果 ━━━┓」、「下半身の肉《全て》がバストアップに移行しま

す」、「短期集中脚痩せ」等と記載することにより、あたかも、本件商品④を着用するだけ

で、短期間で容易に著しい下半身の痩身効果が得られるとともに、下半身の余分な脂肪が

胸部に移行することによる豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。 



消費者庁が、同社に対し、ａないしｄの各表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、同社は当該各資料を提出しなかった。 

 ②ａ 本件商品①を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト①において、平成２９年

５月１９日から同年８月２３日までの間、「通常価格１４，９００円（税抜）⇒ 限定特価２，

９８０円（税抜）」と記載することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、本件商

品①について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に

比して安いかのように表示していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、同社が任意に設定したものであって、同社にお

いて販売された実績のないものであった。 

ｂ 本件商品②を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト②において、平成２８年

１１月１５日から平成２９年１０月１８日までの間、「通常価格１４，８００円（税別）↓

↓↓↓ モニター価格２，９８０円（税別）」と記載することにより、あたかも、「通常価格」

と称する価額は、本件商品②について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該

通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、同社が任意に設定したものであって、同社にお

いて販売された実績のないものであった。 

ｃ 本件商品③を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト①において、平成２９年

３月２８日から同年１０月１８日までの間、「９，８００円 ▼▼▼ 特別価格２，９８０円

（税抜）」と記載することにより、あたかも、９，８００円は、本件商品③の通常の販売価

格であり、実際の販売価格が当該通常の販売価格に比して安いかのように表示していた。 

実際には、９，８００円は、同社が任意に設定したものであって、同社において販売され

た実績のないものであった。 

ｄ 本件商品④を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト①において、平成２９年

２月９日から同年１０月１８日までの間、「参考小売価格１４，９００円 →２，９８０円」

と記載することにより、あたかも、「参考小売価格」と称する価額は、本件商品④の製造事

業者等により本件商品④を取り扱う小売事業者の小売価格設定の参考となるものとして設

定され、当該小売事業者に広く呈示されている価格であり、実際の販売価格が当該価格に比



して安いかのように表示していた。 

実際には、「参考小売価格」と称する価額は、本件商品④を取り扱う小売事業者の小売価

格設定の参考となるものとして設定され、当該小売事業者に広く呈示されているものではな

かった。 

課徴金額：２２２９万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

615_0003.pdf 

H30.6.13 

【措置命令】 
消費者庁 

キリンシティ株

式会社 

キリンシティ株式会社は、２５種類の料理（以下「本件２５料理」という。）の各料理を一般消

費者に提供するに当たり、例えば、「赤・黒ハーフ＆ハーフ（大盛りを含む。）」と称する料理につ

いて、平成２７年１月１３日から平成２８年６月７日までの間、ランチメニューにおいて、「コク

深い味わいの黒。」、「新一番搾りスタウト（黒生）を使用し、さらにコク深く、スパイシーな味わ

いに生まれ変わった黒ビールカリー。」及び「赤・黒ハーフ＆ハーフ ￥８７０（大盛り￥９７０）」

と記載するなど、あたかも、本件２５料理に黒ビールを使用しているかのように示す表示をしてい

た。 

実際には、本件２５料理の各料理について、黒ビールを使用していなかった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

613_0001.pdf 

H30.5.30 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社ＴＳＵ

ＴＡＹＡ 

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡは、 

① 「ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶ」と称する動画配信サービスのうち「動画見放題プラン」、動画見

放題プランを含む「動画見放題＆定額レンタル８」、「ＴＳＵＴＡＹＡ 光」及び「ＴＳＵＴ

ＡＹＡ プレミアム」の４つのサービス（以下「本件４サービス」という。）を一般消費者に

提供するに当たり、遅くとも平成２８年４月１日から平成３０年５月１５日までの間、自社

ウェブサイト、テレビコマーシャル及びＹｏｕＴｕｂｅの自社公式チャンネルにおいて、 

 ア 動画見放題プランについて、「動画見放題 月額９３３円（税抜） ３０日間無料お試し」

と記載し、その背景に３０本の動画の画像を掲載し、「人気ランキング」及び「近日リリー

ス」として、それぞれ１０本の動画の画像を掲載することにより、 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180615_0003.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180615_0003.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180613_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180613_0001.pdf


 イ 動画見放題＆定額レンタル８について、「人気の動画が見放題！ ＣＤやＤＶＤが借り放

題！」と記載し、「サービスプランについて ＴＳＵＴＡＹＡの全作品をご自宅で自由に楽

しめる、３つのプランをご用意しました。」、「オンライン動画配信サービス 月額９３３

円。ＴＳＵＴＡＹＡのほぼ全ての動画をオンラインで見ることができるサービスです。」、

「取扱いタイトル数 業界最大級８５，０００本以上」、「ＴＳＵＴＡＹＡのほぼ全作品を

自宅で楽しめる！」等と記載することにより、 

 ウ ＴＳＵＴＡＹＡ 光について、「毎月タダで映画が観られる光。ＴＳＵＴＡＹＡ 光」と

記載し、「毎月無料で映画やドラマが見放題！」、「特長１ 映画が毎月無料！」、「動画

配信プランが毎月見放題」等と記載することにより、 

 エ ＴＳＵＴＡＹＡ プレミアムについて、「旧作ＤＶＤ借りたい放題」、「動画配信も」、

「見たい放題」等の文字及び音声を放送等することにより、 

あたかも、本件４サービスを契約すれば、ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶにおいて配信する動画が見

放題となるかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件４サービスの動画見放題プランの対象動画は、ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶにおい

て配信する動画の１２パーセントないし２７パーセント程度であって、特に、「新作」及び「準

新作」と称するリリースカテゴリの動画については、ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶにおいて配信する

動画に占める動画見放題プランの対象動画の割合が１パーセントないし９パーセント程度で

あり、本件４サービスを契約すれば、ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＶにおいて配信する動画が見放題と

なるものではなかった。 

② 「ＴＳＵＴＡＹＡ 光」と称する光回線インターネット接続サービスのうち「さんねん割」

と称する３年間を契約期間とすることにより３年間にわたり毎月月額料金を割引するプラン

（以下「本件役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、平成２７年２月１２日頃か

ら平成２９年１１月１１日頃までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「今なら『さん

ねん割』でずーっとお得！」と記載し、「価格」として、「■戸建て」、「プラン ギガ」、

「定価 ５，２００円」、「さんねん割 －７００円」、「販売価格 ４，５００円」等と記

載するとともに、「『さんねん割』キャンペーン」として、「３年契約で料金がずーっとお得！」、

「割引価格 戸建てタイプ：７００円／月マンションタイプ：３００円／月」、「キャンペー



ン受付期間 ２０１５年２月１２日～２０１７年３月３１日」と記載するなど、あたかもキャ

ンペーン受付期限までに本件役務の提供を申し込んだ場合に限り、３年間にわたり、毎月、「戸

建て」と称するタイプ（以下「戸建てタイプ」という。）にあっては月額７００円、「マンショ

ン」と称するタイプ（以下「マンションタイプ」という。）にあっては月額３００円の割引が

適用されるかのように表示していた。 

実際には、キャンペーン受付期限後に本件役務の提供を申し込んだ場合にも、３年間にわた

り、毎月、戸建てタイプにあっては月額７００円、マンションタイプにあっては月額３００円

の割引が適用されるものであった。  

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

530_0001.pdf 

H30.5.22 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社エー・

ピーカンパニー 

株式会社エー・ピーカンパニーは、 

① 「宮崎県日南市塚田農場」及び「宮崎県日向市塚田農場」と称する店舗において、「チキン

南蛮」、「月見つくね」及び「塩つくね」と称する料理（以下「本件料理①」という。）を一般

消費者に提供するに当たり、平成２９年４月１７日から同年８月２２日までの間、メニューの

表紙において「地鶏一筋」と記載された印影を掲載するなど、あたかも、本件料理①には地鶏

を使用しているかのように示す表示をしていた。 

  実際には「チキン南蛮」と称する料理にはブロイラーを、「月見つくね」及び「塩つくね」

と称する料理にはほとんどブロイラーを、それぞれ使用していた。 

② 「鹿児島県霧島市塚田農場」と称する店舗において、「チキン南蛮」、「月見つくね」及び「塩

つくね」と称する料理（以下「本件料理②」という。）を一般消費者に提供するに当たり、平

成２９年４月１７日から同年８月２２日までの間、メニューの表紙において「地鶏一筋」と記

載された印影を掲載するなど、あたかも、本件料理②には地鶏を使用しているかのように示す

表示をしていた。 

  実際には「チキン南蛮」と称する料理にはブロイラーを、「月見つくね」及び「塩つくね」

と称する料理にはほとんどブロイラーを、それぞれ使用していた。 

③ 「宮崎県日南市じとっこ組合」、「宮崎県日向市じとっこ組合」及び「～宮崎日南 幻の地鶏

焼～ じとっこ」と称する店舗において、「チキン南蛮」及び「椎茸つくね南蛮」と称する料

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180530_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180530_0001.pdf


理（以下「本件料理③」という。）を一般消費者に提供するに当たり、平成２８年９月１日か

ら平成２９年９月３日までの間、メニューにおいて「じとっこ組合」、「安全安心で美味しい『み

やざき 地頭
じ と っ

鶏
こ

』を毎日皆様の元へ、お届けするために。」等と記載した上で「みやざき地頭

鶏」と称する地鶏が雛センター等で育成されてから本件店舗で料理として提供されるまでの流

通過程を示した図、「じとっこ組合 加盟養鶏農家」と題した「みやざき地頭鶏」と称する地

鶏の養鶏農家の一覧等を掲載するなど、あたかも、本件料理③には地鶏を使用しているかのよ

うに示す表示をしていた。 

  実際には、本件料理③について、「チキン南蛮」と称する料理にはブロイラーを、「椎茸つく

ね南蛮」と称する料理には地鶏ではない親鶏等を、それぞれ使用していた。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

522_0001.pdf 

H30.5.15 

【措置命令】 
消費者庁 

農事組合法人石

垣島海のもの山

のもの生産組合 

農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合は、ヒバーチ４食品（以下「本件商品」という。）

の各商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「ヒバーチ２０ｇ」と称する商品について、

遅くとも平成２５年１１月１５日から平成２９年１１月９日までの間、自らが運営するウェブサイ

トにおいて、「石垣島海のもの山のものは、青果や商品を通じて石垣島の食材や食文化を全国へお

届けしています。」、「甘い香りの島胡椒」、「八重山、世界でも希少種の甘い香りの島胡椒。（八重山

を代表するスパイス）」と記載するなど、本件商品について、それぞれ、あたかも、本件商品の原

材料は、それぞれ、石垣島産のものであるかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品の原材料は、それぞれ、大部分が外国産のものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

515_0001.pdf 

H30.4.25 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社良品計

画 

株式会社良品計画は、ソファカバー１５９商品（以下「本件商品」という。）の各商品を一般消

費者に販売するに当たり、例えば、「綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・１

シーター用カバー／ベージュ」との商品名及び「ハイバック１Ｓ用」との規格名のソファカバーに

ついて、平成２７年６月１８日から平成３０年１月４日までの間、商品タグにおいて、「太さの違

う糸を使ってざっくりと織り上げた生地に、撥水加工を施しました。」と記載するなど、あたかも、

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180522_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180522_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180515_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180515_0001.pdf


本件商品の各商品は撥水加工が施されているものであるかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品の各商品は、撥水加工が施されていないものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

425_0001.pdf 

H30.4.19 

【措置命令】 
大阪府 

イオンリテール

株式会社 

イオンリテール株式会社は、食品４商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売する

に当たり、例えば、平成２９年８月２０日に大阪府吹田市内に配布された日刊新聞紙に折り込んだ

イオン吹田店において同日に実施した特売企画に係るチラシにおいて、「８／２０㊐限り」、「毎週

恒例日曜大市」、「日曜朝トク」、「あさ９時からのタイムサービス！！」と記載するとともに、本件

商品の画像の周囲に「ひる１２時までのご奉仕品」、「お１人さま１点限り」、「本体価格１９８円」

と記載するなど、あたかも、セール実施年月日又はセール実施年月日の一部時間帯（以下「セール

期間」という。）に限り、本件商品がセール期間の前の販売価格に比して安いかのように表示して

いた。 

実際には、セール期間に限り本件商品を特別に廉価で販売していたものではなかった。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=30557 

H30.3.29 

【措置命令】 
消費者庁 株式会社ＵＰＱ 

株式会社ＵＰＱは、「Ｑ－ｄｉｓｐｌａｙ ４Ｋ５０」と称する液晶ディスプレイ等液晶ディス

プレイ３商品（以下「本件３商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイ

トにおいて、例えば、「Ｑ－ｄｉｓｐｌａｙ ４Ｋ５０」と称する液晶ディスプレイについて、平

成２７年８月６日から平成２８年２月２４日までの間、「４Ｋ／６０ｐ、１２０Ｈｚ駆動 ＨＤＣ

Ｐ２．２対応の５０インチ ４Ｋディスプレイ」及び「国内最安値級の５０インチ４Ｋ／１２０Ｈ

ｚディスプレイ。」と記載するなど、本件３商品の各商品について、それぞれ、あたかも、本件３

商品の各商品が、１秒間に６０フレームで構成される映像を１秒間に１２０フレームで構成される

映像にして映し出す機能を具備しているかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件３商品の各商品は、１秒間に６０フレームで構成される映像を１秒間に１２０フ

レームで構成される映像にして映し出す機能を具備していなかった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

329_0001.pdf 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180425_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180425_0001.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=30557
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180329_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180329_0001.pdf


H30.3.29 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社ＤＭＭ．

ｃｏｍ 

株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍは、「ＤＭＭ．ｍａｋｅ ５０インチ ４Ｋディスプレイ」と称する液

晶ディスプレイ及び「ＤＭＭ．ｍａｋｅ ６５インチ ４Ｋディスプレイ」と称する液晶ディスプ

レイ（以下これらを併せて「本件２商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェ

ブサイトにおいて、本件２商品について、それぞれ、「ＤＭＭ．ｍａｋｅ ５０インチ ４Ｋディ

スプレイ」と称する液晶ディスプレイにあっては平成２８年１１月１５日から平成２９年４月１２

日までの間、「ＤＭＭ．ｍａｋｅ ６５インチ ４Ｋディスプレイ」と称する液晶ディスプレイに

あっては平成２８年１１月２５日から平成２９年４月１２日までの間、「４Ｋ／６０ｐ，１２０Ｈ

ｚ駆動，ＨＤＣＰ２．２対応の５０／６５インチ ４Ｋディスプレイをお求めやすい価格でご提

供。」、「４Ｋ／６０ｐ入力に対応 さらに１２０Ｈｚ倍速駆動で、４Ｋ映像をなめらかに！」及び

「１秒間に６０フレームの４Ｋ映像を表示する４Ｋ／６０ｐに対応。さらに１２０Ｈｚ駆動でフ

レームを補完し、よりなめらかな映像を映し出します。」と記載するとともに、「４Ｋ／６０ｐ（１

秒間に６０フレーム）」、「前後から予測して新しい映像を生成」、「１２０Ｈｚ倍速駆動（１秒間に

１２０フレーム）」及び「滑らかな映像表示」と付記された３枚の画像のそれぞれの間に新たな画

像が差し込まれ合計５枚の画像となることを示す図を掲載することにより、あたかも、本件２商品

の各商品が、前後のフレームから中間的なフレームを新たに生成し、映像を補完する倍速駆動と称

する技術により、１秒間に６０フレームで構成される映像を１秒間に１２０フレームで構成され

る、より滑らかな映像にして映し出す機能を具備しているかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件２商品の各商品は、１秒間に６０フレームで構成される映像を１秒間に１２０フ

レームで構成される映像にして映し出す機能を具備していなかった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

329_0001.pdf 

H30.3.28 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社日本教

育クリエイト 

株式会社日本教育クリエイトは、「三幸福祉カレッジ」の名称で 

① 「介護職員初任者研修」と称する役務（平成２８年４月１日から同年１１月３０日までの間に

受講の申込みが行われたものに限る。以下「本件介護職員初任者研修」という。）を一般消費者

に提供するに当たり、平成２８年４月１日から同年１１月１１日までの間、自社ウェブサイトに

おいて、例えば、「通常受講料１２０，０００円▼最大受講料半額以上もお得！５９，５００円

～（教材費込・税別）」と記載するなど、実際の受講料に当該価格を上回る「通常受講料」と称

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180329_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180329_0001.pdf


する価額を併記することにより、あたかも、「通常受講料」と称する価額は、日本教育クリエイ

トが本件介護職員初任者研修について通常提供している価格であり、実際の受講料が当該通常提

供している価格に比して安いかのように表示していた。 

実際には、「通常受講料」と称する価額は、日本教育クリエイトにおいて、最近相当期間にわ

たって提供された実績のないものであった。 

② 「実務者研修」と称する役務（「ホームヘルパー２級」と称する研修を修了した者又は「介護職

員初任者研修」と称する研修を修了した者に対し提供されるものであって、平成２８年４月１日

から同年１１月３０日までの間に受講の申込みが行われたものに限る。以下「本件実務者研修」

という。）を一般消費者に提供するに当たり、平成２８年４月１日から同年１１月１１日までの

間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「＼受講料が約４０，０００円割引／通常受講料（初

任者研修修了者）１２７，０００円（税別・テキスト代込み）９０，０００円（税別・テキス

ト代込み）」と記載するなど、実際の受講料に当該価格を上回る「通常受講料」と称する価額を

併記することにより、あたかも、「通常受講料」と称する価額は、日本教育クリエイトが本件実

務者研修について通常提供している価格であり、実際の受講料が当該通常提供している価格に比

して安いかのように表示していた。 

実際には、「通常受講料」と称する価額は、日本教育クリエイトにおいて、最近相当期間にわ

たって提供された実績のないものであった。 

③ 「介護職員初任者研修」と称する役務及び「実務者研修」と称する役務を一体的に供給する「セッ

ト講座」と称する役務（平成２８年４月１日から同年１１月３０日までの間に受講の申込みが行

われたものに限る。以下「本件セット講座」という。）を一般消費者に提供するに当たり、平成

２８年４月１日から同年１１月１１日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「（通常：

初任者研修１２０，０００円＋実務者研修１２７，０００円＝定価２４７，０００円）キャンペー

ン受講料１４４，５００円～（テキスト代込・税別）」、「最大１０万円以上もお得！！」と記載

するなど、実際の受講料に当該価格を上回る「定価」と称する価額を併記することにより、あた

かも、「定価」と称する価額は、日本教育クリエイトが本件セット講座について通常提供してい

る価格であり、実際の受講料が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示してい

た。 



実際には、「定価」と称する価額は、日本教育クリエイトにおいて、最近相当期間にわたって

提供された実績のないものであった。 

課徴金額：４９３６万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

328_0002.pdf 

H30.3.28 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社日本教

育クリエイト 

株式会社日本教育クリエイトは、「日本医療事務協会」の名称で「医療事務通学講座」と称する

役務（九州地区及び山口県の区域において提供するものを除き、平成２８年４月１日（沖縄県の区

域において提供するものにあっては同年９月１日）から同年１１月３０日までの間に受講の申込み

が行われたものに限る。以下「本件役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、平成２８

年４月１日から同年１１月１１日までの間、同社が運営する「日本医療事務協会」と称する自社ウェ

ブサイトにおいて、例えば、「通常価格５５，０００円４２，７００円（教材費込・税別）」と

記載するなど、実際の受講料に当該価格を上回る「通常価格」と称する価額を併記することにより、

あたかも、「通常価格」と称する価額は、日本教育クリエイトが本件役務について通常提供してい

る価格であり、実際の受講料が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、日本教育クリエイトにおいて、最近相当期間にわたっ

て提供された実績のないものであった。 

課徴金額：１６９万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

328_0002.pdf 

H30.3.28 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 

ガンホー･オンラ

イン･エンターテ

イメント株式会

社 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、「パズル＆ドラゴンズ」と称するオン

ラインゲーム内において実施した、「モンスター」と称するアイテムのいずれかを提供する「特別

レアガチャ『魔法石１０個！フェス限ヒロインガチャ』」と称する役務について、インターネット

上で配信する公式番組において、あたかも、全てのモンスターが「究極進化」と称する仕様の対象

となるかのように表示していた。 

実際には、当該ガチャによって提供されるモンスター１３体のうち２体だけを「究極進化」と称

する仕様の対象とし、１１体は「究極進化」ではなく「進化」と称する仕様の対象としていた。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180328_0002.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180328_0002.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180328_0002.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180328_0002.pdf


課徴金額：５０２０万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

328_0001.pdf 

H30.3.27 

【措置命令】 
消費者庁 

生活協同組合連

合会グリーン

コープ連合 

生活協同組合連合グリーンコープ連合は、１４種類のウインナーソーセージ（以下「本件商品」

という。）を、会員生協を通じて会員生協の組合員である一般消費者に販売するに当たり、平成２

８年６月１３日から平成２９年３月１８日までの間、「ＧＲＥＥＮ」と称するカタログ（以下「Ｇ

ＲＥＥＮ」という。）において、例えば、平成２８年６月１３日から同月１８日までの間に配布さ

れたＧＲＥＥＮにおいて、「ハム・ソーセージも 原料は産直豚１００％！ 添加物に頼らず、素

材の良さをいかしています。保存料・着色料・添加物・化学調味料など不使用。」及び「今週のお・

す・す・め！ グリーンコープのハム・ソーセージには化学的な合成添加物は一切使っていません。」

と記載するなど、配布されたＧＲＥＥＮにおいて、あたかも、本件商品は、化学的な合成添加物を

一切使用せずに製造されたものであるかのように示す表示をしていた。 

 実際には、本件商品に使用された羊腸は、化学的な合成添加物であるリン酸三ナトリウム溶液に

漬けて加工されたものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

327_0001.pdf 

H30.3.26 

【措置命令】 
東京都 

株式会社ギミッ

クパターン 

ギミックパターンは、下着などの衣類４商品及び石けん（以下これらを併せて「本件５商品」と

いう。）を一般消費者に販売するに当たり、最長で平成２８年９月１日から平成２９年１２月２０

日までの間、自社ウェブサイトにおいて、 

① あたかも、本件５商品を着用又は使用するだけで、容易に「脚が細くなる」、「豊胸」、「痩身」

などの効果が得られるかのように示す表示をしていたが、東京都は、ギミックパターンに対し、

期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠の資料の提出を求めたところ、ギミック

パターンは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

② あたかも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトにおける通常の販売価格であり、

実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していたが、実際には、「通常価格」

と称する価額はギミックパターンが任意に設定した価額であって、販売された実績のないもの

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180328_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180328_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180327_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180327_0001.pdf


であった。 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20180326.html 

H30.3.23 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 

プラスワン・マー

ケティング株式

会社 

プラスワン・マーケティング株式会社は、「ＦＲＥＥＴＥＬ ＳＩＭ」と称する移動体通信役務

（スマートフォン端末と一体的に供給する場合は、当該スマートフォン端末を含む。以下「本件役

務」という。）を一般消費者に供給するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、 

① 平成２８年１１月３０日から同年１２月２２日までの間、例えば、同年１１月３０日から同年

１２月１３日までの間にあっては、「『業界最速』の通信速度」と記載するとともに、「☑ ＦＲ

ＥＥＴＥＬ ＳＩＭなら速度が出にくい都内平日１２時台でもこんなに速い！」等と付記された

「Ｉ社 ＳＩＭ」、「Ｏ社 ＳＩＭ」、「フリーテル」又は「ＮＴＴ ｄｏｃｏｍｏ」とする移動体

通信役務に係る通信速度の特定の日時及び場所における測定結果が、それぞれ、０．３Ｍｂｐｓ

強程度、０．２Ｍｂｐｓ程度、５．８Ｍｂｐｓ強程度又は６．１Ｍｂｐｓ弱程度であったことを

示すグラフを掲載すること等により、あたかも、本件役務に係る通信速度が、仮想移動体通信事

業者等の低廉な料金設定により移動体通信役務を提供する事業者（以下「格安ＳＩＭ事業者」と

いう。）の中で、恒常的に最も速いものであるかのように、また、特定の日時及び場所における

通信速度の測定結果において、他の格安ＳＩＭ事業者が提供する移動体通信役務に係る通信速度

よりも著しく速く、かつ、株式会社ＮＴＴドコモが提供する移動体通信役務に係る通信速度に匹

敵するものであるかのように示す表示をしていた。 

② 平成２８年１１月３０日から同年１２月１３日までの間、「ＳＩＭ販売シェアＮｏ．１」及び

「シェアＮｏ．１！」と記載することにより、あたかも、移動体通信役務の提供を受けるために

必要なＳＩＭカードの販売数量に係る自社のシェアが格安ＳＩＭ事業者の中で第１位であるか

のように示す表示をしていた。 

③ 平成２８年１１月３０日から同年１２月１３日までの間、例えば、「ＬＩＮＥのデータ通信料

無料！」と記載するとともに、「ＡｐｐＳｔｏｒｅ」、「ＬＩＮＥ」、「ＷｅＣｈａｔ」、「Ｗｈａｔ

ｓＡｐｐ」及び「Ｐｏｋｅｍｏｎ ＧＯ」の文字並びにこれらの文字が示すアプリケーションの

アイコン画像を付記しつつ「ＦＲＥＥＴＥＬなら各種ＳＮＳ利用時のデータ通信料が無料！！」

等と記載することにより、あたかも、これらのアプリケーションの利用時に生じるデータ通信量

が通信利用容量の対象外となるかのように表示していた。 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20180326.html


①及び②については、消費者庁が、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該

資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

③については、実際には、当該データ通信量の一部は通信利用容量の対象となるものであった。 

課徴金額：８８２４万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

323_0003.pdf 

H30.3.23 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 

株式会社エネル

ギア・コミュニ

ケーションズ 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズは、自らが供給する「メガ・エッグ 光ネット［ホー

ム］」又は「メガ・エッグ for BB東広島［ホーム］」と称する戸建住宅向け光回線インターネット

接続サービスに「ギガ王」と称する複数年にまたがる契約に伴う割引を適用した役務（以下「メガ・

エッグ光ネットホーム」という。）の取引について、自社ウェブサイトにおいて、例えば、平成２

８年４月１日から同年５月２０日までの間、「期間限定 今カラ割＋今カラ割プラス 今がチャン

ス キャンペーン期間：２０１６年２月１（月）～５月２０日（金） 月々最大８００円割引 ギ

ガ王 ３年契約（ファミリーコース）の場合」等と記載することにより、あたかも、当該期間内に

おいて新規にメガ・エッグ光ネットホームの提供を申し込んだ場合に限り、２年間にわたり毎月最

大で８００円の割引が適用されるかのような表示を行っていた。 

実際には、平成２７年２月１日から平成２８年９月３０日までの期間において、新規にメガ・エッ

グ光ネットホームの提供を申し込んだ場合に、２年間にわたり毎月最大で８００円の割引を実施し

ていた。 

課徴金額：５３０万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

323_0002.pdf 

H30.3.23 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社ミー

ロード 

株式会社ミーロードは、「Ｂ－ＵＰ」と称する食品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に

販売するに当たり、平成２８年４月１日から同年１２月８日までの間、自社ウェブサイトにおいて、

「バストＵＰとスリムＵＰを同時にかなえるスタイルＵＰサプリの決定版！」等と記載するととも

に、「今までの『プエラリア』では満足できなかったアナタへ・・・」と題し、バストの下部に手

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180323_0003.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180323_0003.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180323_0002.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180323_0002.pdf


を添えたポーズの女性の画像と共に、「魅惑的なメリハリＢｏｄｙに・・・」と、余裕のあるぶか

ぶかの短パンをはきお腹周りを指差している女性の画像と共に、「キュッ！」、「見てください！こ

んなブカブカに！」と、「Ｇカップでも ５７．８ｋｇ→４７ｋｇ －１０．８ｋｇ」、「女子力Ｕ

Ｐに胸ふくらむ！！」と記載すること等により、あたかも、本件商品を摂取するだけで、豊胸効果

が得られるとともに痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたとこ

ろ、同社は、表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

 課徴金額：２４３０万円 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

323_0001.pdf 

H30.3.22 

【措置命令】 
消費者庁 

マカフィー株式

会社 

マカフィー株式会社は、「マカフィーリブセーフ１年版」、「マカフィーリブセーフ３年版」、「マ

カフィートータルプロテクション１年版」、「マカフィートータルプロテクション３年版」、「マカ

フィーインターネットセキュリティ１年版」及び「マカフィーインターネットセキュリティ３年版」

とそれぞれ称するセキュリティソフトウェアの使用許諾（いずれも２０１７年版。以下「本件６役

務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「マカフィー

リブセーフ１年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾について、平成２８年１０月１

４日から同年１２月５日までの間、「実施期間２０１６/１２/５まで」、「標準価格８，２０８円(税

込）」、「今なら２，４６２円お得！」、「３０％ＯＦＦ」及び「特別価格５，７４６円(税込）」と記

載するなど、あたかも、「標準価格」と称する価額は、「マカフィーリブセーフ１年版」と称するセ

キュリティソフトウェアの使用許諾について通常提供している価格であり、かつ、記載した期限ま

でに当該役務の提供を申し込んだ場合に限り、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受け

ることができるかのように表示していた。 

実際には、本件６役務全てについて、「標準価格」と称する価額は、本件６役務の提供開始日で

ある平成２８年１０月１４日から提供終了日である平成２９年１１月２１日までの間、提供された

実績のないものであり、かつ、同期間において、「特別価格」と称する価額で提供を受けることが

できるものであった。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180323_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180323_0001.pdf


http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

322_0001.pdf 

H30.3.16 

【措置命令】 
消費者庁 

ジュピター

ショップチャン

ネル株式会社 

ジュピターショップチャンネル株式会社（以下「ジュピターショップチャンネル」という。）は、 

① 「三菱電機 １台４役！ かんたん録画テレビ“リアル” ＜３２∨型＞」及び同「４０∨

型」（以下「本件４０型テレビ」という。）と称するテレビ（以下、併せて「本件テレビ」とい

う。）並びに「甘くてぷりっぷり！特大ずわいがに一番脚肉むき身＆かに爪<計１．１ｋｇ>」

と称するずわいがに（以下「本件ずわいがに」といい、以下、本件テレビと併せて「本件３商

品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、本件テレビにあっては、平成２８年１２月

９日、平成２９年１月２日から同月７日までの間、同年３月２０日及び同年４月２３日の各期

間に、本件ずわいがににあっては、平成２８年１２月１３日に、地上波放送、ＣＳ放送又はＢ

Ｓ放送を通じて放送した「ショップチャンネル」と称するテレビショッピング番組（以下

「ショップチャンネル」という。）において、セール企画として、実際の販売価格に当該価格

を上回る「明日以降」又は「期間以降」と称する価額を併記した映像を放送することにより、

あたかも「明日以降」又は「期間以降」と称する価額は、本件３商品の各商品について当該セー

ル企画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が当該価格に比して安い

かのように表示していた。 

   実際には、本件３商品の各商品がセール企画終了後に販売される期間は２日間又は３日間の

みであって、ごく短期間のみ「明日以降」又は「期間以降」と称する価額で販売するにすぎず、

当該価額での販売実績もジュピターショップチャンネルにおいて実質的に問われないもので

あって、将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められない。 

② 本件テレビを一般消費者に販売するに当たり、平成２８年１２月９日に、ＣＳ放送又はＢＳ

放送を通じて放送したショップチャンネルにおいて「皆様、３２型がね、１０万を切ってるっ

てこれすごくない？これ最新でしょ。先月でたばっかりでしょ。」「ええ。普通はですねあり得

ません。」等の音声を放送することにより、あたかも、本件テレビに係るジュピターショップ

チャンネルの実際の販売価格は、同日時点において他の販売事業者では通常設定できない安い

ものであるかのように表示していた。 

   実際には、同日時点において、本件テレビをジュピターショップチャンネルと同程度又は下

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180322_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180322_0001.pdf


回る価格で販売する他の販売事業者が複数存在していた。 

③ 本件４０型テレビを一般消費者に販売するにあたり、平成２９年３月２０日に地上波放送、

ＣＳ放送又はＢＳ放送を通じて放送したショップチャンネルにおいて、「こっちの４０型が１

０万円台ってのは、まあ、私見かけなかった。大体１０万円台の、１０の後半ですね、１６万、

１７万とか、１８万とかに普通はなるんですね。」等の音声を放送することにより、あたかも、

本件４０型テレビに係る他の販売事業者の販売価格は、同日時点において最低でも１５万円程

度であって、ジュピターショップチャンネルの実際の販売価格が当該他の販売事業者の販売価

格に比して安いかのように表示していた。 

   実際には、同日時点において、本件４０型テレビに係る他の販売事業者の販売価格は、１５

万円を下回るものが複数存在し、ジュピターショップチャンネルの実際の販売価格を下回るも

のも複数存在していた。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

316_0001.pdf 

H30.3.2 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社ＳＰＲ

ＩＮＧ 

株式会社ＳＰＲＩＮＧ（以下「ＳＰＲＩＮＧ」という。）は、「７＋Ｅｎｇｌｉｓｈ」と称する英

会話教材（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト（以

下「本件ウェブサイト」という。）において、遅くとも平成２８年４月１日から平成２９年９月１

日までの間、「発売開始キャンペーン さらに今回は７＋Ｅｎｇｌｉｓｈの発売記念ということで、

本日から３日以内にお申し込みになった方に限り、１万円引きの１９,８００円で提供させていた

だきます。」と記載するとともに、「通常価格 ２９，８００円 今だけ期間限定価格１９，８００

円（税込）」と記載することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、ＳＰＲＩＮＧが本件

商品を販売する際に通常は当該価格で販売する価格であって、実際の販売価格が当該価格に比して

安いものであり、かつ、一般消費者が本件ウェブサイトを初めて閲覧した日（以下「閲覧初日」と

いう。）から３日以内に本件商品の購入を申し込んだ場合に限り、「通常価格」と称する価額から１

万円引きの１９，８００円で本件商品を購入できるかのように表示していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、閲覧履歴により閲覧初日に本件ウェブサイトの閲覧に用

いたものであると同定されたウェブブラウザを用いて閲覧初日から５日目以降に本件ウェブサイ

トを閲覧した場合に限り、実際の販売価格として表示される価格であり、かつ、遅くとも平成２８

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180316_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180316_0001.pdf


年４月１日以降、１９，８００円又は当該価格よりも安い価格で本件商品を購入できるものであっ

た。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180

302_0001.pdf 

 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180302_0001.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180302_0001.pdf
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